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東部消防局からのお知らせ

春の全国火災予防運動実施

乗らなくなった軽自動車・原動機付自転車・
農耕車の廃車手続はお早めに!!

内閣府青年国際交流事業へ参加してみませんか

岩美町奨学資金 借入希望者募集
お申込みは３月23日(金)まで

横尾棚田オーナー募集中!!
本年度も畑オーナーを募集します。

と　き：平成24年３月25日（日）　午前10時～ 12時
ところ：親子ふれあいの場（旧東浜保育所）　遊戯室
講　演：『子育ては“ゆかい”』
　　　　～こどももおとなも一緒に成長～
　　　　講師　NPO法人KiRALi
 代表理事　福井　正樹さん　　　　　　

申　込：参加、託児を希望される方は３月21日（水）ま
でに下記へお申し込みください。

申込先：子育て支援センター　☎72－2922
　　　　または、住民生活課　☎73－1415

　町教育委員会では、奨学資金の借入希望者を次の
とおり募集します。

【受付期間】
　平成24年３月５日（月）から３月23日（金）まで

【貸付条件】
①高等学校、大学、専修学校（修学年限２年以上）

に入学または在学する方
②経済的理由により、就学が困難と認められる方
③他から同種類の奨学金の貸付または給付を受けて

いない方
【貸付金額】
◆高等学校　月額２万円
◆大学・専修学校
　　　　　　国公立　月額限度額　４万円
　　　　　　私　立　月額限度額　５万円

（限度額までの希望する額を１万円単位で設定できます）
【申込・問い合せ先】
教育委員会事務局学校教育係　☎73－1301

　「日本の棚田百選」の横尾の棚田で、温かい地域
の方とふれあいながら楽しく農作業体験してみませ
んか？

《田んぼオーナー》
   年間作業　田植え、稲刈り、収穫祭、水路掃除など
   会費　30,000円／年（約100㎡／ 1区画）
   棚田オーナーの特典
　　○収穫物は全部お渡しします
　　○地元農産物プレゼント　
　　○オーナー田付近の畑で野菜栽培もできます
　　○町内で特典協力施設多数あり
　　○作業日はもちろん作業日以外でも整備した宿

泊施設をご利用いただけます
　　○横尾公民館の隣に入浴施設が新しくたてられ

ました
《畑オーナー》　
　無料。
　面積は１区画100㎡を標準としますが、相談にの
ります。
申込期間　3月30日まで
申込・問い合せ先　産業建設課　☎73－1562　　
　　　いがみ田を守る会　平井　☎76－0103

　みなさんのお宅に乗らなくなった軽自動車、原動機付自
転車、農耕車はありませんか？
　軽自動車税は毎年４月１日時点の所有者に課税されます。
　廃車、名義変更の手続きを４月１日までに行っていない
と、その年度の軽自動車税が課税されますので、すみやか
に手続きをお願いします。
　岩美町役場では、原動機付自転車・農耕車の手続きがで
きます。
☆廃車手続きに必要なもの☆
・ ナンバープレート　(紛失の場合でも廃車できますが、弁

償金200円が必要です。)
・ 所有者の印鑑

※　最近、農耕車を買い替え後の登録変更がされていな
い車両があります。届出は適正に行うようご協力お願
いします。

　軽自動車は鳥取県軽自動車協会、二輪小型自動車は中国
運輸局鳥取運輸支局での手続きとなりますので、下記の問
い合わせ先へ。

【問い合せ先】
◎原動機付自転車・農耕車等　
　役場税務課　　☎0857－73－1413
◎軽四輪車・軽二輪車（125cc ～ 249cc以下のバイク）等
　鳥取県軽自動車協会　　☎0857－28－7021　
◎二輪の小型自動車（250cc以上のバイク）
　中国運輸局鳥取運輸支局　　☎0857－22－4154

　内閣府では、将来を担う国際感覚豊かな青年を育成する
ため、様々な青年国際交流事業を実施しています。
　現在、平成24年度に実施する「国際青年育成交流」「日本・
中国青年親善交流」「日本・韓国青年親善交流」「青少年社
会活動コアリーダー育成プログラム」「世界青年の船」「東
南アジア青年の船」の参加青年を募集しています。
応募期間　２月３日（金）～３月16日（金）必着
　詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。
　（http://www8.cao.go.jp/youth/kouryu/bosyu.html）
応募・問い合せ先　内閣府子ども若者・子育て施策総合推
進室国際企画担当（☎03－3581－1181）または鳥取県交
流推進課（☎0857－26－7030）まで。

　東部消防局から電話番号の変更についてお知らせします。
　東部消防局では、平成24年３月１日から次の電話番号が
変更になります。
　お問合せ、ご相談時には次の番号にお掛けください。
消防局代表番号　（0857）23-2301⇒（新）（0857）23-0119
火災情報案内　　（0857）21-1199⇒（新）（0857）21-0119

『火災・救急・救助は　１１９　落ち着いて通報しましょう。』

期　間　平成24年３月１日（木）から３月７日（水）まで
　今年も３月１日から３月７日までの７日間全国一斉に春
の火災予防運動が実施されます。
　この運動は、空気が乾燥し強風が続くなど、火災が発生
しやすい時期を迎えるに当たり、火災予防の一層の普及啓
発を図ることにより、出火防止及び、火災による死傷者の
発生や財産の損失を防ぐことを目的として毎年実施されて
いるものです。
　また、この運動を契機に、住宅用火災警報器の未設置世
帯への設置徹底を図るものです。
東部消防局　予防課　☎（0857）23－2460

子育てをたのしもう!!

～講演会のご案内～ 　　　　
育児を楽しくするヒントがいっぱいのおはなしです♪

ご家族みんなで
お越しください

託児有
（要申込）


